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『
四
本
堂
家
礼
』
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

は
じ
め
に

山

里

純

一

『
四
本
堂
家
礼
』
と
い
う
資
料
の
存
在
に
注
目
し
､
研
究
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
小
川
徹
氏
で
あ
る
｡
氏
は
'
琉
球
大
学
附
属
図
書

館
に
ハ
ワ
イ
大
学
東
西
文
化
セ
ン
タ
ー
所
蔵
'
ホ
-
レ
-
文
庫
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
複
製
が
あ
る
こ
と
を
知
り
'
自
ら
の
祭
紀
研

究
に
資
す
る
た
め
'
【冠
礼
】
【葬
礼
】
お
よ
び

【通
礼
】
の
中
の

｢年
中
諸
礼
式
｣
を
筆
写
し
て
い
る
｡
そ
の
後
､
崎
浜
秀
明
氏
が
'

所
蔵
本
の

『御
営
団
御
高
並
諸
上
納
里
穂
記
』
『御
財
政
』
と
と
も
に

『察
家
家
憲
』
(奥
野
彦
六
郎
氏
収
集
本
)
を

『沖
縄
旧
法
制
史

料
集
成
』
第
五
巻
と
し
て
刊
行
し
よ
う
と
す
る
折
'
『察
家
家
憲
』
の
原
稿
を
見
せ
ら
れ
た
小
川
氏
は
'
自
ら
筆
写
し
た
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
の
一
部
が
そ
れ
と

｢
一
字

一
句
ま
で

一
致
し
た
｣
こ
と
を
確
認
す
る
｡
し
ば
ら
く
し
て
沖
縄
県
立
博
物
館
に

一
九
五
〇
年

(昭

和
二
十
五
)
に
桑
江
良
慶
氏
か
ら
寄
贈
さ
れ
た

『四
本
堂
家
礼
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
'
そ
の
コ
ピ
ー
も
入
手
し
て
比
較

し
た
結
果
'
三
者
と
も

｢完
全
に
合
致
し
た
｣
と
し
て
'
小
川
氏
は
博
物
館
本
の
コ
ピ
ー
を
崎
浜
氏
に
提
供
す
る
｡
そ
し
て
両
者
の
校

合
が
行
わ
れ
'
『沖
縄
旧
法
制
史
料
集
成
』
第
五
巻
は

一
九
七

一
年

(昭
和
四
十
六
)
に
公
刊
さ
れ
る
｡
小
川
氏
は
そ
の
巻
頭
に

｢沖

縄
旧
法
制
史
料
集
成
の
完
結
を
祝
っ
て
｣
と
題
す
る

一
文
を
寄
せ
て
い
る
｡
そ
の
刊
行
前
に
'
｢『察
家
家
憲
』
あ
る
い
は

『
四
本
堂
家

(-)

礼
』
の
こ
と
｣
と
題
す
る
論
文
が

『沖
縄
文
化
』
に
掲
載
さ
れ
た
が
'
そ
の
中
で
写
本
､
察
文
樽
の
出
自
に
つ
い
て
触
れ
､
｢年
中
諸

礼
式
｣
に
見
え
る
清
明
祭
の
記
述
を
例
に
'
『四
本
堂
家
礼
』
が
沖
縄
の
祭
紀
習
俗
の
歴
史
を
探
る
上
で
有
用
な
史
料
で
あ
る
こ
と
を
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(2)

指
摘
し
て
い
る
｡
ま
た

『沖
縄
文
化
』
次
号
に
は
'
続
編
と
し
て

｢『四
本
堂
家
礼
』
そ
の
後
｣
を
発
表
し
'
韓
国
版

『家
礼
』
お
よ

び
日
本
で
開
校
さ
れ
た
版
本
と
の
比
較
を
通
し
て
'
『
四
本
堂
家
礼
』
が
日
韓
の
よ
う
に
中
国
直
輸
入
で
は
な
く
'
沖
縄
独
自
の
家
礼

(3)

と
な
っ
て
い
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
｡

こ
れ
を
受
け
て
'
沖
縄
に
お
け
る
中
国
習
俗
に
つ
い
て
精
力
的
に
研
究
さ
れ
て
い
た
窪
徳
忠
氏
は
'
早
速
'
崎
浜
秀
明
翻
字
本

(油

印
本
)
と
博
物
館
本
を
入
手
し
､
『四
本
堂
家
礼
』
が
中
国
習
俗
や
信
仰
に
対
す
る
当
時
の
久
米
村
の
態
度
や
受
容
の
仕
方
､
お
よ
び

中
国
の
習
俗
や
信
仰
と
琉
球
の
そ
れ
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
'
貴
重
な
意
義
と
価
値
を
も
つ
資
料
で
あ
る
と
し
て
分
析
を
試
み
'

｢中
国
の
習
俗
と

『四
本
堂
家
礼
』
｣
'
｢『四
本
堂
家
礼
』
に
見
え
る
沖
縄
の
中
国
的
習
俗
｣
'
｢『四
本
堂
家
礼
』
に
み
え
る
天
妃
信
仰
｣

(T)

の
三
篇
の
論
文
を
相
次
い
で
公
に
さ
れ
た
｡

一
連
の
論
考
の
中
で

『四
本
堂
家
礼
』
が
引
用
す
る
中
国
典
籍
な
ど
は
'
原
典
に
拠
ら
ず
'

『朱
子
家
礼
』
に
掲
げ
ら
れ
た
典
籍
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
て
い
る
こ
と
や
'
｢父
母
の
喪
｣
に
つ
い
て
､
『朱
子
家
礼
』
の
記
載
と
は
別

に
'
察
文
樽
自
身
が
中
国
の
人
々
の
考
え
を
過
大
評
価
し
て
記
し
た
部
分
が
あ
る
こ
と
な
ど
'
『四
本
堂
家
礼
』
を
理
解
す
る
上
で
留

意
す
べ
き
問
題
の
指
摘
も
行
っ
て
い
る
｡

な
お
博
物
館
本
は
'

一
九
八

一
年

(昭
和
五
十
六
)
か
ら
翌
年
に
か
け
て
影
印
本
上

･
下
が
沖
縄
県
教
育
委
員
会
か
ら
発
行
さ
れ
る

が
'
こ
れ
に
よ
り
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
精
度
は

一
段
と
高
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
れ
と
機
を
同
じ
く
し
て
上
江
洲
敏
夫
氏
が

(5)

｢『四
本
堂
家
礼
』
と
沖
縄
民
俗
-
葬
礼

･
喪
礼
に
つ
い
て
-
｣
と
題
す
る
精
微
な
論
文
を
発
表
し
て
い
る
｡
ま
た
平
敷
令
治
氏
も
'

『四
本
堂
家
礼
』
の
記
述
を
も
と
に
'
近
世
琉
球
の
祖
先
祭
紀
に
関
連
す
る
墓
制
'
年
忌
'
位
牌
'
清
明
祭
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い

(6)
る
｡
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
'
『
四
本
堂
家
礼
』
が
久
米
村
系
士
族
社
会
ひ
い
て
は
沖
縄
の
葬
祭
礼
の
習
俗
を
知
る
上
で
重
要
な
民

俗
資
料
的
価
値
を
有
す
る
こ
と
を
､
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡

最
近
で
は
'
鄭
陳
霊
氏
が
主
に

『
四
本
堂
家
礼
』
の

【葬
礼
】
【喪
礼
】
と

『朱
子
家
礼
』
の

【喪
礼
】
【喪
葬
】
【虞
祭
】
の
比
較
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(7)

や
位
牌
を
通
し
て
琉
球
に
お
け
る
家
礼
の
受
容
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
｡

以
上
の
研
究
の
流
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
､
こ
こ
で
は
現
存
す
る

『
四
本
堂
家
礼
』
写
本
と
い
く
つ
か
の
基
礎
的
問
題
に
つ
い
て
整
理

･

検
討
し
た
い
｡

一

写
本
を
め
ぐ
る
問
題

(-
)
写
本
の
所
在
と
書
誌
情
報

『四
本
堂
家
礼
』
の
原
本
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
､
複
数
の
写
本
が
各
地
に
存
在
す
る
こ
と
は
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
る
｡

し
か
し
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
写
本
の
状
況
お
よ
び
写
本
相
互
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
､
中
に
は
誤
っ

た
情
報
が

一
人
歩
き
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡
そ
こ
で
確
認
し
う
る
す
べ
て
の
写
本
に
つ
い
て
正
確
な
情
報
や
事
実
関
係
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
今
後
の
研
究
に
と
っ
て
不
可
欠
の
作
業
と
な
る
｡

現
在
ま
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
写
本
は
九
冊
あ
る
｡
そ
の
う
ち
上
下
巻
の
う
ち
片
方
の
巻
が
失
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
､
項
目
の

一
部
を
欠
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
'
と
り
あ
え
ず
す
べ
て
の
写
本
に
つ
い
て
個
別
に
見
て
お
こ
う
｡

①
沖
縄
県
立
博
物
館
所
蔵
本

(博
本
)

一
九
五
〇
年
に
首
里
の
桑
江
良
慶
氏
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
'
中
央
に
表
題
と
し
て

｢四
本
堂
｣
'
所
蔵
者
の

｢良
正
｣
の
名
が

書
か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
本
文
と
は
別
筆
で
'
後
補
と
見
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
右
肩
に
は

｢首
博
第
二
号
｣
と
受
け
入
れ
た
博
物
館

の
整
理
番
号
を
記
さ
れ
て
い
る
｡

寄
贈
後
に
博
物
館
で
上
表
装
が
な
さ
れ

｢冠
婚
葬
祭
典
礼
記
｣
の
表
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
影
印
コ
ピ
ー
本
も
作
成
さ
れ
て
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い
る
が
'
昭
和
五
十
六

･
五
十
七
年
に
は
､
沖
縄
県
教
育
委
員
会
に
よ
り
影
印
本

『四
本
堂
家
礼
』
上

･
下
が
刊
行
さ
れ
た
｡

本
写
本
は
､
他
の
写
本
と
の
校
合
も
行
わ
れ
て
お
り
'
単
語
の
訂
正
お
よ
び
脱
文
の
挿
入
箇
所
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
｡
特

に
通
礼
の

｢年
中
諸
礼
式
之
事
｣
の
八
月
の
箇
所
に
朱
書
き
に
よ
る
挿
入
が
多
い
｡
ま
た
序
文

(候
文
)
の
前
に
あ
る
べ
き
漢
文
の
前

文
が
書
か
れ
て
い
な
い
｡

②
奥
野
彦
六
郎
収
集
本

(奥
本
)

｢察
家
家
憲
｣
と
題
す
る
こ
の
写
本
の
存
在
は
'
崎
浜
秀
明
編

『沖
縄
旧
法
制
史
料
集
成
』
の
第
五
巻
に
所
収
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
'
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
'
そ
の

｢は
じ
め
に
｣
の
部
分
で
崎
浜
氏
は
'
こ
の
写
本
に
つ
い
て

｢奥
野
彦
六
郎
氏
が
那
覇

地
方
裁
判
所
判
事
に
在
任
中
に
収
集
さ
れ
た
も
の
で
'
五

一
枚
の
美
濃
紙
に
カ
ー
ボ
ン
で
筆
写
し
た
草
書
体
の
文
書
で
あ
る
｡
入
手
経

路
は
不
明
で
あ
る
が
奥
野
氏
は
久
米
村
人
と
も
親
交
が
あ
っ
た
よ
う
だ
か
ら
多
分
久
米
村
の
旧
家
で
見
付
け
た
古
記
録
を
筆
写
さ
れ
た

も
の
か
と
思
わ
れ
る
｣
と
記
し
て
い
る
｡
奥
野
氏
は
明
治
二
十
五
年
十
二
月
～
二
十
八
年
五
月
'
大
正
十
四
年
～
昭
和
三
年
の
二
度
､

那
覇
地
方
裁
判
所
判
事
と
し
て
沖
純
に
滞
在
し
て
い
る
が
'
収
集
し
た
時
期
は
八
重
山
の
石
垣
家
本
と
の
関
係
か
ら
し
て
前
者
の
可
能

性
が
高
い
｡

普
天
間
宮
宮
司
所
蔵
本
の
中
に
こ
の
奥
野
氏
収
集
本
と
思
わ
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
｡
そ
れ
を
見
る
と
､
本
文
が

一
〇
二
丁
の
袋
綴

じ
で
'
表
表
紙
に
は
本
文
と
同
じ
筆
跡
で

｢素
家
家
憲
｣
と
書
か
れ
て
い
る
｡

判
読
で
き
ず
に
字
形
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
文
字
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
や
'
欠
字
箇
所
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
な
ど
､
⑤
の
石
本
と
の

類
似
性
が
顕
著
で
あ
る
｡

③
崎
浜
秀
明
翻
字
本

奥
野
彦
六
郎
収
集
の

『察
家
家
憲
』
を
⑤
の
博
本
と
校
合
し
た
油
印
本

(謄
写
版
印
本
)
で
あ
る
｡
し
か
し
奥
本
の
ど
の
文
字
を
博
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本
で
訂
正
ま
た
は
補
っ
た
の
か
'
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

｢

｣
で
傍
書
さ
れ
て
い
る
が
'
全
体
的
な
統

一
は
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
ま
た
判
読

で
き
な
い
草
書
体
を
字
形
の
ま
ま
写
し
取
っ
て
い
た
り
'
助
詞
の
万
葉
仮
名
の
表
記
も
ほ
と
ん
ど
ひ
ら
か
な
に
直
し
て
い
る
｡
さ
ら
に

誤
字
も
見
受
け
ら
れ
る
｡

④
久
米
島

･
上
江
洲
家
本

(上
本
)

上
江
洲
家
に
伝
わ
る
写
本
で
'
現
在
は
久
米
島
自
然
文
化
セ
ン
タ
ー
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
｡
表
紙
に
は
､
中
央
に

｢四
本
堂
家
礼
｣
'

右
肩
に

｢成
豊
拾
年
庚
申
｣
'
左
下
に

｢上
江
洲
親
雲
上
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡

琉
球
大
学
附
属
図
書
館
に
は

『
四
本
堂
家
礼
』
が
二
冊
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
入
っ
て
い
る
｡
A

｢久
米
島
上
江
洲
親
雲
上

久
米

島
西
銘
殿
内
所
蔵
｣
本

(フ
ィ
ル
ム
コ
マ
数
六
三
三
枚
)
と
t
B

｢久
米
島
上
江
洲
智
元
氏
所
蔵
｣
本

(フ
ィ
ル
ム
コ
マ
数

一
九
三
枚
)

で
あ
る
｡
A
は
目
録
カ
ー
ド
に

｢生
産
受
入
｣
と
あ
り
t
B
は
ハ
ワ
イ
東
西
文
化
セ
ン
タ
ー
が
蒐
集
し
'
ホ
-
レ
-
文
庫
に
入
っ
て
い

る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
複
製
で
あ
る
が
'
両
者
は
同

一
の
も
の
で
､
現
在
'
久
米
島
自
然
文
化
セ
ン
タ
ー
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

『四

本
堂
家
礼
』
が
こ
れ
に
該
当
す
る
｡
従
来
の
研
究
論
文
で
は
'
久
米
島
に

『
四
本
堂
家
礼
』
の
写
本
が
二
冊
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
｡

本
写
本
は
成
豊
十
年

(
一
八
六
〇
)
に
筆
写
さ
れ
て
い
る
が
､
朱
字
に
て
文
字
の
訂
正
が
見
ら
れ
る
｡
そ
の
訂
正
は
不
鮮
明
な
文
字

を
読
み
や
す
い
字
に
書
き
改
め
た
り
'
抜
け
た
文
字
を
補
っ
た
程
度
の
も
の
で
'
別
本
に
よ
る
校
合
の
結
果
と
見
る
よ
り
も
'
筆
写
し

た
後
の
校
正
レ
ベ
ル
で
の
訂
正
と
思
わ
れ
る
｡

上
江
洲
親
雲
上
は
十
代
当
主
の
智
俊
と
見
ら
れ
る
が
､
彼
は
前
年
ま
で
具
志
川
間
切
地
頭
代
を
勤
め
て
い
た
人
物
で
あ
る
｡

⑤
八
重
山

･
石
垣
家
本

(石
本
)

石
垣
殿
内
に
伝
わ
る
も
の
で
'
上
下
二
冊
か
ら
な
る
｡
上
巻
の
表
紙
に
は

｢四
本
堂
上
下
巻
｣
､
左
下
に

｢山
陽
氏
/
石
垣
殿
内
/
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長
演
｣
と
あ
り
'
下
巻
の
表
紙
に
は

｢四
本
堂
規
模
帳
下
巻

雑
録
｣
､
左
下
に

｢山
陽
氏
嫡
子
/
長
演
｣
と
あ
る
｡

こ
こ
に
見
え
る
石
垣
殿
内
嫡
子
長
演
は

『山
陽
姓
小
宗
家
譜
』
に
よ
れ
ば
'
七
世
に
当
た
り
､
嘉
慶
二
年

(
一
七
九
七
)
に
大
浜
間

切
の
頭
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
｡

下
巻
の
末
尾
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

光
緒
弐
年
子
十
月
吉
辰
'
八
重
山
嶋
古
見
首
里
大
屋
子
依
頼
乍
鹿
筆
写
之

貝
世
珍

こ
の
こ
と
か
ら
'
本
写
本
は
古
見
首
里
大
屋
子
の
依
頼
を
受
け
'
貝
世
珍
な
る
人
物
が

一
八
七
六

(明
治
九
年
､
光
緒
二
年
)
十
月

に
筆
写
し
た
も
の
で
'
古
見
首
里
大
屋
子
は
長
演
の
嗣
子
長
有
で
あ
ろ
う
か
｡
彼
が
古
見
首
里
大
屋
子
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
成
豊
七
年

(
一
八
五
七
)
で
あ
る
｡
但
し
そ
の
後
'
同
治
六
年

(
一
八
六
七
)
に
は
石
垣
間
切
の
頭
に
な
っ
て
い
る
の
で
､
依
頼
し
た
の
は
こ
の

間
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
筆
写
人
の
貝
世
珍
が
ど
う
い
う
人
物
か
は
定
か
で
な
い
が
'
貝
姓
は
八
重
山
で
は
な
く
'
那
覇
系
で
あ
る
た

め
､
沖
縄
本
島
で
筆
写
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
｡
筆
写
元
な
ど
詳
細
は
不
明
で
あ
る
｡
な
お
文
字
の
訂
正
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
'

貝
世
珍
に
よ
っ
て
筆
写
さ
れ
た
後
､
別
本
に
よ
っ
て
校
合
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡

な
お
本
写
本
は
活
字
化
さ
れ
'
『石
垣
市
史
』
石
垣
家
文
書
に
所
収
さ
れ
て
い
る
｡

⑥
八
重
山

･
喜
舎
場
英
勝
家
本

(善
本
)

亀
川
英
整
旧
蔵
本
で
'
喜
舎
場
英
勝
家
に
保
存
さ
れ
て
い
た
が
'
二
〇
〇
〇
年
に
八
重
山
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
｡
表
紙
に

は
'
中
央
に

｢四
本
堂
規
模
帳
上
下
全
｣
'
そ
の
右
に

｢辰
五
月
吉
日
表
紙
仕
調
置
候
事
｣
と
あ
る
が
'
中
扉
に
は

｢拾
八
年
卯
十
二

月
吉
日
写
之
｣
と
あ
る
｡

ま
た
末
尾
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
｡
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四
本
堂
規
模
帳
上
下
全
終

用
紙
九
百
弐
拾
四
枚
也

本
書
之
儀
山
陽
氏
故
大
浜
与
人
次
男
花
城
仁
屋
長
勝
御
所
持
之
本
壷
書
写
置
候
条
'
為
心
得
如
斯
御
座
候
也

P一リノ十
二
月
吉
日

若
文
子

亀
川
英
整

卯
は
光
緒
十
七
年

(
一
八
九

二

明
治
二
十
四
)
に
当
た
り
'
翌
年
十
八
年
が
辰
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
中
扉
の

｢拾
八
年
｣
と
あ
る

の
は
恐
ら
く

｢拾
七
年
｣
の
書
き
誤
り
で
'
光
緒
十
七
年
十
二
月
に
筆
写
し
た
後
､
翌
年
の
五
月
に
表
紙
を
仕
立
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

後
書
き
に
よ
る
と
､
本
写
本
は
憲
章
氏
の
若
文
子
の
位
に
あ
っ
た
亀
川
英
整
が
'
山
陽
氏
で
故
大
浜
与
人
の
次
男
に
あ
た
る
花
城
仁

屋
長
勝
が
所
持
し
て
い
た
本
を
筆
写
し
た
も
の
で
あ
る
｡
『山
陽
姓
小
宗
家
譜
』
に
よ
れ
ば
､
故
大
浜
与
人
は
七
世
長
演
の
第
五
子
長

量
で
'
そ
の
次
男
に
長
勝
の
名
が
見
え
る
｡
し
た
が
っ
て
石
垣
家
の
本
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
'
こ
れ
が
⑤
の
石
本
と
同
じ
か

ど
う
か
は
検
討
を
要
す
る
｡
石
垣
家
内
で
分
家
の
者
が
筆
写
し
て
所
持
し
た
可
能
性
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

な
お
本
写
本
は
ハ
ワ
イ
大
学
ホ
-
レ
-
文
庫
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
収
め
ら
れ
て
お
り
'
そ
の
複
製
が
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
に

も
入
っ
て
い
る
が
､
劣
化
が
激
し
い
｡

⑦
八
重
山

･
竹
原
家
本

(竹
本
)

も
と
は
我
那
覇
家
に
伝
わ
る
文
書
群
が
､
そ
の
子
孫
に
あ
た
る
竹
原
孫
恭
氏
が
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
か
ら
竹
原
家
文
書
と
称
さ
れ
て

い
る
｡
現
在
は
八
重
山
博
物
館
所
蔵
｡
そ
の
表
紙
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
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大
酒
光

緒

拾

年
甲
申
八
月
中

旬
写
之

雑
録

四
本
堂

規
模
帳

下
巻

嘉

善
氏永就

こ
れ
に
よ
れ
ば
'
光
緒
拾
年
甲
中
は

一
八
八
四
年

(明
治
十
七
)
に
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
【雑
録
】
で

一
冊
を
な
し
'
そ
の

題
名
が

｢規
模
帳
｣
で
あ
る
点
'
石
本
と
類
似
す
る
｡
｢女
子
市
立
停
止
之
事
｣
の
途
中
か
ら
末
尾
部
分
ま
で
欠
失
し
て
い
る
｡
本
来

上
巻

･
下
巻
の
二
冊
本
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
'
上
巻
は
散
伏
し
て
残
っ
て
い
な
い
｡
所
有
者
は
嘉
善
氏
の
永
就
と
な
っ
て
い
る
｡

｢嘉
善
姓
世
系
図

(八
世
永
常
小
宗
)｣
に
よ
れ
ば
'
同
治
二
年

(
一
八
六
三
'
文
久
三
)
正
月
二
日
生
れ
で
十
五
世
に
永
就
と
い
う
人

物
が
い
る
が
'
こ
れ
と
同

一
人
物
で
あ
ろ
う
か
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
嘉
善
氏
の
写
本
が
な
ぜ
我
那
覇
家
に
伝
わ
っ
た
の
か
は
不
明
で

あ
る
｡

⑧
八
重
山

･
仲
里
家
本

(仲
本
)

仲
里
家
に
伝
わ
る
写
本
で
'
現
在
は
八
重
山
博
物
館
所
蔵
｡
表
紙
に
は
､
中
央
に

｢四
本
堂
家
例
写
｣
､
右
肩
に

｢大
清
光
緒
拾
年

甲
申
五
月
吉
日
写
之
｣'
左
下
に

｢梅
公
氏
/
孫
展
記
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
に
よ
れ
ば
'
本
書
は
梅
公
氏
の
孫
展
に
よ
り
光
緒
拾
年

(
一
八
八
四
'
明
治
十
七
)
に
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
竹
原
家
文

書
の

｢梅
公
姓
系
図
｣
に
は
'
八
世
に
あ
た
る
道
光
七
年

(
一
八
二
七
'
文
政
十
)
生
れ
の
仲
里
孫
展
と
い
う
人
物
が
見
え
る
が
'
こ

れ
と
同

一
人
物
で
あ
ろ
う
｡
内
容
は

【雑
録
】
を
欠
く
｡
な
お
表
題
の

｢家
例
｣
は

｢家
礼
｣
の
誤
記
で
あ
る
｡
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⑨
八
重
山

･
識
名
信
升
家
本

(識
本
)

識
名
信
升
家
に
保
存
さ
れ
て
い
た
写
本
で
､
現
在
は
八
重
山
博
物
館
所
蔵
｡
表
題
も
奥
書
も
な
く
筆
写
年
代
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
不

明
で
あ
る
｡
【雑
録
】
の
部
分
を
欠
く
｡
目
録
に
は

【雑
録
】
も
記
さ
れ
て
い
る
の
で
'
本
来
'
二
冊
か
ら
成
っ
て
い
た
が
'
後
半
の

【雑
録
】
部
分
が
紛
失
し
て
'
前
半
部
分
の
み
が
残
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
｡

⑩
京
都
大
学
文
学
部
所
蔵
本

(京
本
)

京
都
大
学
文
学
部
に
は
琉
球
に
関
す
る
貴
重
な
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
｡
『琉
球
資
料
』
と
し
て
巻

一
か
ら
巻

一
七
三
ま
で
巻
番

号
と
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
中
の
巻
二
二

｢祭
碓
井
姻
戚
二
関
ス
ル
書
類
｣
が

『
四
本
堂
家
礼
』
の

一
部
で
あ
る
｡

冒
頭
か
ら

【通
礼
】
-

｢唐
位
牌
仕
立
之
事
｣
'
2

｢四
代
祭
之
事
｣
､
3

｢代
替
之
時
位
牌
書
様
之
事
｣
ま
で
欠
き
､

【通
礼
】
4

｢位
牌
之
絵
図
之
事
｣
の

｢外
甥
木
主
｣
か
ら

【祭
礼
】
の

｢八
月
忠
蓋
堂
御
祭
龍
之
事
｣
ま
で
書
か
れ
て
い
る
｡
な
お

『那
覇
市
史
』

資
料
篇
第

一
巻
10

｢琉
球
資
料
上
｣
に
本
資
料
の
翻
刻
が
所
収
さ
れ
て
い
る
｡
但
し
欠
脱
部
分
お
よ
び
不
明
箇
所
は
県
博
所
蔵
本

(影

印
本
)
に
よ
り
補
っ
て
い
る
｡

以
上
が
現
在
ま
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る

『四
本
堂
家
礼
』
の
写
本
の
す
べ
て
で
あ
る
｡
目
録
に
沿
っ
て
項
目
ご
と
の
残
存
状
況
お
よ

び
配
列
順
を
比
較
す
る
と

(別
表
-
)
の
よ
う
に
な
る
｡
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(2
)
写
本
の
分
類
と
流
れ

現
在
の
全
写
本
を
通
覧
し
て
気
づ
い
た
点
を
指
摘
し
'
写
本
の
分
類
と
流
れ
に
つ
い
て
見
通
し
を
立
て
て
お
こ
う
｡

ま
ず
目
録
と
本
文
と
で
敵
齢
す
る
項
目
が
あ
る
｡
た
と
え
ば

｢33

祢
之
祭
之
事
｣
は
目
録
に
記
さ
れ
な
が
ら
ど
の
写
本
に
も
相
当

す
る
記
事
が
な
い
｡
ま
た
目
録
の

｢36

先
妻
後
妻
無
子
者
祭
所
之
事
｣
と

｢37

男
子
出
生
二両為
致
離
別
婦
人
祭
所
之
事
｣
は
ど
の



写
本
で
も
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
こ
と
が
何
故
生
じ
た
の
か
は
不
明
だ
が
'
恐
ら
く
原
本
で
も
そ
う
な
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
｡

ま
た

【雑
録
】
の
最
後
の
三
項
目
と
'
作
成
意
図

･
年
月
日

･
作
者
を
記
し
た
奥
書
の
順
序
が
写
本
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
る
｡

(博
本

･
上
本
)

85

｢清
泰
寺
之
寺
号
本
之
様
二忠
壷
堂
互改
候
事
｣

86

｢娘
共

(女
子
)
市
立
停
止
之
事
｣

87

｢病
人
見
舞
嫌
日
之

(之
時
忌
候
)
事
｣

88

｢右
之
通
家
規
相
定
置
申
候
間
'
子
々
孫
々
迄
無
相
違
永
代
可
相
守
者
也

乾
隆
元
年
正
月
吉
日

嗣
祝
嶺
親
方
｣

竹
本
は
'
85
1
86
と
続
く
が
'
86
の
一
行
目
で
文
書
を
閉
じ
'
以
下
87

･88の
記
事
を
省
略
し
て
い
る
｡

(石
本

･
奥
本
)
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節

祝
嶺
親
方
｣

868788

｢娘
共

(女
子
)
市
立
停
止
之
事
｣

｢病
人
見
舞
嫌
日
之

(之
時
忌
候
)
事
｣

｢右
之
通
家
規
相
定
置
申
候
間
､
子
々
孫
々
迄
無
相
違
永
代
可
相
守
者
也

乾
隆
元
年
正
月
吉
日

｢清
泰
寺
之
寺
号
本
之
様
二忠
志
堂
与改
候
事
｣



な
お
'
善
本
は
､
86
1
87
1
85
の
後
'
末
尾
に
88
を
記
し
て
い
る

(た
だ
し
作
者
は
未
記
載
)｡

写
本
間
で
欠
文
の
共
通
性
も
見
ら
れ
る
｡
た
と
え
ば

【通
礼
】
の

｢年
中
諸
礼
式
之
事
｣
の

｢例
年
年
首
之
焼
香
仕
候
方
'
其
家
中

忌
懸
之
槻
出盛
州八
巻
罷
出
焼
香
可
仕
候
｣
の
文
は
､
博
本

･
上
本

･
京
本
に
は
あ
る
が
､
石
本

･
仲
本

･
善
本

･
識
本

･
奥
本
の
い
ず

れ
の
写
本
に
も
見
え
な
い
｡
こ
う
し
た
事
例
は

【葬
礼
】
に
お
い
て
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
｡

個
々
の
文
字
に
つ
い
て
も
同
様
で
'
【通
礼
】
十

一
で
博
本

･
上
本

･
京
本
に

｢可
致
馳
走
｣
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
石
本

･

仲
本

･
喜
本

･
識
本

･
奥
本
で
は

｢馳
走
可
致
｣
と
な
っ
て
い
た
り
､
【喪
礼
】
で
博
本

･
上
本

･
京
本
に

｢生
霊
｣
と
あ
る
文
字
が

石
本

･
仲
本

･
善
本

･
識
本

･
奥
本
で
は

｢霊
前
｣
と
な
っ
て
い
る
｡

さ
ら
に
細
か
く
見
る
と
'
石
本
と
奥
本
が
か
な
り
似
て
い
て
'
両
者
は
同
じ
写
本
か
ら
筆
写
し
た
か
'
奥
本
は
石
本
を
筆
写
し
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
強
く
持
つ
｡
石
本
に
は
文
字
の
訂
正
箇
所
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
'

一
八
七
六
年
の
筆
写
後
'
別
本
に
よ

り
校
合
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
前
述
の
85
-
88
の
項
目
順
は

一
致
し
な
い
が
'
善
本

･
竹
本
と
石
本
と
の
差
異
が
気
に
な

る
｡
た
と
え
ば

【雑
録
】
部
分
で
は

(仲
本

･
識
本
は

【雑
録
】
な
し
)
'
｢婦
人
二七
去
三
不
去
有
之
事
｣
の
中
の

｢有
悪
疾
者
去
之

二

の
字
句
､
｢日
月
星
辰
不
可
拝
事
｣
の
中
の

｢但
比
趣
律
二有
之
候
｣
の
字
句
は
､
石
本
に
は
な
い
が
'
善
本
と
竹
本
に
は
あ
る
｡

個
々
の
文
字
に
つ
い
て
も
善
本

･
竹
本
と
石
本
と
の
差
異
は
多
い
｡
喜
本
は
付
記
に
よ
れ
ば
､
山
陽
氏
の
花
城
仁
屋
長
勝
が
所
持
し
て

い
る
本
か
ら
写
し
た
と
あ
る
が
'
そ
の
本
は
現
在
の
石
本
と
は
別
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
善
本
と
の
類
似
か
ら
竹
本
も

花
城
仁
屋
長
勝
本
か
ら
筆
写
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
｡
仲
本
も
竹
本
と
筆
写
年
が
同
じ

一
八
八
四
年

(明
治
十
七
)
で
あ
る
か
ら
､

同
じ
本
か
ら
の
筆
写
で
あ
ろ
う
｡
識
本
に
つ
い
て
は
情
報
が
な
い
が
'
竹
本

･
仲
本
と
同
様
に
考
え
て
お
く
｡
善
本
は
そ
れ
よ
り
七
年

後
の
一
八
九

一
年

(明
治
二
十
四
)
に
'
花
城
長
勝
本
か
ら
筆
写
さ
れ
た
｡

以
上
'
項
目
順
の
違
い
や
文
字
の
異
同
な
ど
か
ら
'
『四
本
堂
家
礼
』
の
写
本
は
①
博
本

･
上
本

･
京
本
の
グ
ル
ー
プ
と
､
②
石
本

･
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仲
本

･
善
本

･
竹
本

･
奥
本
の
グ
ル
ー
プ
に
大
き
く
分
類
で
き
る
｡
①
の
写
本
間
の
関
係
は
不
明
だ
が
'
②
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ

次
の
よ
う
な
写
本
の
流
れ
を
推
測
し
て
い
る
｡
石
本
は
'
石
垣
殿
内
長
演
の
依
頼
を
受
け
た
那
覇
系
士
族
の
貝
世
珍
が
筆
写
し
て
い
る

こ
と
か
ら
沖
縄
本
島
で
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
｡
奥
本
は
'
石
本
と
筆
写
元
が
同
じ
か
'
石
本
か
ら
の
筆
写
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ

う
｡
沖
縄
本
島
で
筆
写
さ
れ
た
石
本
は
さ
ら
に
八
重
山
へ
渡
り
'
石
垣
家
内
で
筆
写
さ
れ
た
別
本
を
花
城
仁
屋
長
勝
が
所
持
す
る
こ
と

に
な
っ
た
｡
元
の
石
本
は
そ
の
後
'
恐
ら
く
①
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
写
本
に
よ
り
校
合
が
行
わ
れ
朱
筆
訂
正
が
行
わ
れ
た
｡

一
方
'
花

城
仁
屋
長
勝
本
か
ら
は
嘉
善
氏
永
就
筆
写
の
竹
本
'
仲
里
孫
展
筆
写
の
仲
本
'
そ
し
て
識
本
'
亀
川
英
整
筆
写
の
善
本
が
作
成
さ
れ
た
｡

私
見
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡

①
博
本

･
上
本

･
京
本

②
石
本
-

奥
本

｢
(花
城
仁
屋
長
勝
写
本
)
1
仲
本

･
竹
本

･
識
本

1
善
本

な
お
'
日
録
の
前
に
前
文
と
序
文
を
置
き
､
末
尾
に
作
成
年
月
日
と
作
者
を
記
す
t
と
い
っ
た
文
書
様
式
が
完
全
に
整
っ
て
い
る
の

は
久
米
島
の
上
江
洲
家
本
が
唯

一
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
現
時
点
で
は
最
も
原
本
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
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二

基
礎
的
諸
問
題
の
考
察

(-
)
名

称

(8)

琉
球
で
は
旧
家
の
堂
名
ま
た
は
個
人
の
堂
号
と
し
て

｢○
○
堂
｣
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
｡
た
と
え
ば
'
窟
額
に
は

｢善
淵
堂
｣

(旧
小
禄
家
)'
｢道
淵
堂
｣
(旧
美
里
家
)､
｢義
淵
堂
｣
(伊
是
名
村
銘
苅
家
)'
｢積
善
堂
｣
(石
垣
市
仲
本
家
)
等
が
見
え
､
家
譜
で
は

た
と
え
ば
鄭
氏
宮
城
家
の
家
譜
の
表
紙
に
は

｢振
徳
堂
｣
と
あ
る
｡
こ
の
他
｣
『酬
世
錦
嚢
』
の
表
紙
に
は
登
川
家
の
堂
名

｢崇
徳
堂
｣

の
文
字
や
朱
印
が
見
え
る
｡
ま
た
個
人
的
な
堂
号
と
し
て
は
､
関
防
印
に
鄭
嘉
訓
の

｢経
徳
堂
｣
や
鄭
元
俺
の

｢通
徳
堂
｣
が
見
え
'

こ
の
他
'
政
治
家
伊
江
朝
睦
の

｢雲
淵
堂
｣
や
浦
添
朝
蕪
の

｢源
淵
堂
｣
な
ど
の
例
も
知
ら
れ
る
｡

｢四
本
堂
｣
と
い
う
語
は

『察
氏
家
譜

(具
志
親
雲
上
)』
の
中
央
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
'
『四
本
堂
家
礼
』
『四
本
堂
規
模
帳
』

が
別
名

『察
家
家
憲
』
と
も
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
'
｢四
本
堂
｣
は
察
家
の
堂
名
と
見
ら
れ
な
く
は
な
い
が
'
筆
者
の
察

文
博

(適
仇
嶺
親
方
)
に
は
別
の
著
作
が
あ
り
'
そ
の

1
つ
に

『
四
本
堂
詩
文
』
と
い
う
題
名
が
つ
い
て
い
る
｡
こ
れ
か
ら
す
れ
ば

｢四
本
堂
｣
は
察
文
樽
個
人
の
堂
号
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に

｢四
本
堂
｣
は
察
家
の
堂
名
で
あ
る
と
と
も
に
察
文
樽
個

人
の
堂
号
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で

『四
本
堂
家
礼
』
と
い
う
の
は
'
久
米
島
の
上
江
洲
家
に
伝
わ
っ
た
写
本
お
よ
び
八
重
山
の
梅
公
氏
孫
展
の
署
名
が
入
っ

た
写
本
に
見
え
る
呼
称
で
'
写
本
に
よ
っ
て
は
そ
の
表
題
に

『四
本
堂
規
模
帳
』
と
か

『察
家
家
憲
』
と
い
う
呼
称
を
用
い
た
も
の
も

あ
る
｡｢家

礼
｣
と
は
'
も
と
も
と
中
国
末
代
の
儒
学
者
朱
蕪
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
儒
教
儀
礼
書
で
'
宗
族
内
に
お
け
る
冠
婚
喪
祭
等

(9)

の
重
大
な
節
目
の
際
の
規
範
を
記
し
た
'
い
わ
ゆ
る

『朱
子
家
礼
』
ま
た
は

『文
公
家
礼
』
な
ど
と
称
さ
れ
る
も
の
を
言
う
｡
『朱
子
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家
礼
』
は
朱
子
学
の
普
及
に
伴
い
､
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
伝
播
L
t
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
独
自
の
家
礼
が
作
ら
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
日
本

(10)

の

『大
和
家
礼
』
'
ベ
ト
ナ
ム
の

『寿
梅
家
礼
』
が
そ
う
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
琉
球
の

『
四
本
堂
家
礼
』
の
名
称
は
'
儒
教
儀
礼
書

の

｢家
礼
｣
に
倣
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
｡

『察
家
家
憲
』
は
'
崎
浜
秀
明
氏
が
出
版
し
た
奥
野
彦
六
郎
収
集
本
に
付
さ
れ
た
名
称
で
あ
る
｡
家
族
や
子
孫
が
守
る
べ
き
家
訓
の

意
味
合
い
が
濃
い
呼
称
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

一
方
'
『四
本
堂
規
模
帳
』
と
い
う
呼
称
は
い
か
に
も
沖
縄
的
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
る
｡
｢規
模
｣
と
は
模
範
'
手
本
'
法
則
'
規
範

の
意
味
が
あ
り
'
こ
れ
ら
を
集
成
し
た
も
の
が

｢規
模
帳
｣
で
'
琉
球
王
府
時
代
に
作
成
さ
れ
た

｢○
○
規
模
帳
｣
と
い
う
文
書
は
､

た
と
え
ば
王
府
内
の
役
所
に
お
け
る

『系
図
座
規
模
帳
』
『田
地
奉
行
規
模
帳
』
な
ど
の
他
､
宮
古

･
八
重
山
地
方
を
行
政
視
察
し
た

王
府
の
役
人
が
'
帰
任
後
に
そ
の
結
果
を
王
府
に
報
告
し
'
そ
れ
を
宮
古

･
八
重
山
に
布
達
し
て
'
今
後
の
行
政
の
規
範
と
し
た

『富

川
親
方
宮
古
島
規
模
帳
』
『与
世
山
親
方
八
重
山
島
規
模
帳
』
な
ど
が
存
在
す
る
｡
石
本

･
竹
本

･
善
本
な
ど
八
重
山
の
写
本
は
こ
の

名
称
の
も
の
が
多
い
｡
『伊
江
親
方
日
々
記
』
嘉
慶
十
八
年

(
一
八

一
三
)
六
月
十

一
日
条
に
は
'
｢四
本
堂
規
模

一
冊
｣
を
借
用
し
た

こ
と
が
見
え
る
が
'
こ
こ
で
は

｢帳
｣
の
字
は
な
い
｡
な
お

『
四
本
堂
家
礼
』
か
ら

二
二
〇
年
後
に
作
成
さ
れ
た

『嘉
徳
堂
規
模
帳
』

の
場
合
は
'
こ
の
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
『四
本
堂
家
礼
』
成
立
の
翌
年
発
布
さ
れ
た
再
改
正

『服
制
』
に

｢四
本
堂
之
規
模
帳
｣

と
見
え
る
｡
何
よ
り
素
文
痔
自
身
が
序
文
の
中
で
'
｢此
節
規
模
之
帳
相
調
置
申
候
間
､
子
々
孫
々
迄
無
相
違
永
代
可
相
守
之
｣
と

｢規
模
之
帳
｣
と
称
し
て
い
る
｡

三
種
類
の
名
称
は
'
あ
く
ま
で
も
そ
の
性
格
を
ど
う
判
断
す
る
か
で
決
ま
っ
て
く
る
｡
察
文
樽
が
作
成
し
た
原
本
は
や
は
り
中
国
の

『朱
子
家
礼
』
に
倣
い

｢家
礼
｣
の
語
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
高
い
｡
『察
家
家
憲
』
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
察
家
の
関
係
者
に
よ
る

ネ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
に
対
し
て

『四
本
堂
規
模
帳
』
と
い
う
名
称
は
'
公
文
書
の
呼
称
に
倣
っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
｡
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(2
)
『四
本
堂
家
礼
』
作
成
の
背
景

『
四
本
堂
家
礼
』
の
奥
書
に
は
､
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

右
之
通
､
家
規
相
定
置
申
候
間
､
子
々
孫
々
迄
無
相
違
永
代
可
相
守
者
也

乾
隆
元
年
正
月
吉
日

前

祝
嶺
親
方

こ
れ
に
よ
り
'
『四
本
堂
家
礼
』
が
乾
隆
元
年

(
一
七
三
六
)
に
前祝
嶺
親
方
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

が
'
ま
ず
作
者
の
前祝
嶺
親
方
は
'
唐
名
が
察
文
樽
で
'
久
米
系
の

『察
氏
家
譜
』
(具
志
家
)
に
は
'
｢十

l
世
詩
文
痔
祝
嶺
親
方
｣

と
し
て
か
な
り
詳
細
な
記
録
が
見
え
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
'
文
樽
は
康
照
十
年

(
一
六
七

一
)
に
生
ま
れ
'
乾
隆
十
年

(
一
七
四
五
)

に
七
十
五
歳
で
死
去
し
て
い
る
｡

1
六
八
六
年
'
十
六
歳
の
時
､
王
命
を
奉
じ
て
官
生
と
な
り
北
京
の
国
士
監
で
学
び
､

l
六
九
二
年

六
月
に
帰
国
｡
そ
の
年
八
月
か
ら
五
年
間
'
講
解
師
兼
訓
話
師
と
し
て
久
米
村
の
諸
生
を
教
え
て
い
る
｡

一
六
九
四
年
か
ら
は
世
子
尚

純

･
世
孫
尚
益
に
四
書

･
詩
経

･
綱
鑑
を
講
じ
た
が
'

一
六
九
九
年
に
は
接
責
存
留
通
事
と
し
て
再
び
中
国
へ
渡
る
こ
と
に
な
り
中
断
｡

一
七
〇
一
年
六
月
に
帰
国
し
'
八
月
か
ら
再
び
世
孫
へ
四
書
を
講
じ
唐
詩
を
説
い
て
い
る
が
'

一
七
〇
四
年
病
気
の
た
め
進
講
の
任
を

辞
し
て
い
る
.

1
方
で
'

1
六
九
八
年
に
は
越
久
間
切
宇
久
田
地
頭
職
を
拝
命
し
､

1
七
〇
四
年
に
は
具
志
川
間
切
祝
嶺
地
頭
職
に
転

じ
て
い
る
｡
親
方
の
位
階
を
賜
る
の
は

一
七
二
〇
年
で
あ
る
.
乾
隆
元
年

(
1
七
三
六
)
成
立
の

『四
本
堂
家
礼
』
に

｢納税
嶺
親
方
｣

と
あ
る
の
は
こ
れ
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
｡

奥
書
に
は

｢察
家
の
規
範
を
定
め
置
く
の
で
'
子
々
孫
々
ま
で
忠
実
に
こ
れ
を
遵
守
す
る
よ
う
に
｣
と
'
察
文
樽
の
子
孫
に
対
す
る

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
作
成
意
図
を
示
し
て
い
る
が
'
序
文
で
は
さ
ら
に
詳
し
く
察
文
博
の
考
え
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
｡
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夫
れ
国
に
は
国
の
規
こ
れ
あ
り
'
家
に
は
家
の
規
こ
れ
有
り
候
と
錐
も
'
そ
の
規
の
指
南
こ
れ
無
く
候
え
ば
､
事
に
臨
み
て
忘
却

致
す
事
共
に
候
｡
こ
れ
に
よ
り
我
が
家
往
昔
よ
り
勤
め
来
た
り
候
所
の
礼
式
の
内
､
行
い
来
た
り
候
と
い
ヘ
ビ
も
無
益
の
事
は
こ

れ
を
止
め
､
行
う
べ
き
事
の
漏
れ
申
し
た
る
は
こ
れ
を
増
や
し
､
此
の
節
'
規
模
の
帳
相
調
え
置
き
申
し
候
間
､
子
孫
永
代
に
至

り
こ
れ
を
相
守
る
べ
し
｡
然
り
と
錐
も
'
人
間
の
習
ひ
盛
衰
こ
れ
有
る
べ
く
候
え
ば
､
所
謂
､
富
貴
あ
れ
ば
宜
し
く
富
貴
の
道
こ

れ
を
行
い
､
貧
頗
あ
れ
ば
宜
し
く
貧
賊
の
道
之
を
行
う
事
当
然
に
候
間
､
其
の
時
の
分
限
相
応
に
損
益
致
す
べ
く
候
｡
自
然
其
の

時
節
に
至
り
'
誰
に
て
も
候
へ
'
母
た
る
者
相
残
り
'
祖
先
以
来
の
儀
'
軽
々
し
く
改
め
ま
じ
く
な
ど
と
女
性
の
申
し
立
て
承
る

儀
も
候
半
､
そ
れ
に
て
は
家
中
続
き
難
き
趣
申
し
断
ず
べ
く
候
｡
其
の
上
な
が
ら
承
引
こ
れ
な
く
'
た
と
え
其
の
命
に
相
背
き
候

と
も
是
非
無
き
こ
と
候
｡
ま
た
は
凶
年
に
逢
い
当
迫
の
樹
も
こ
れ
有
る
べ
く
候
｡
時
儀

(宜
)
に
応
じ
省
略
致
し
､
万
端
､
家
法

忘
却
致
さ
ざ
る
様
に
'
毎
度
此
の
帳
披
見
い
た
し
'
心
碑
に
相
応
じ
'
い
さ
さ
か
も
僻
怠
な
く
勤
む
べ
き
も
の
な
り
｡

こ
れ
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
箇
条
書
き
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡

①
察
家

(具
志
家
)
で
は
規
範
は
あ
っ
た
が
'
そ
れ
を
指
南
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
｡

②
そ
こ
で
'
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
礼
式
の
無
益
な
こ
と
は
止
め
'
必
要
な
も
の
は
加
え
て
'
新
た
に

｢規
模
｣
の
帳
を
作
成
す

る
｡

③
家
の
盛
衰
や
凶
年
に
応
じ
て
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
や
む
を
得
な
い
が
'
子
孫
は
常
に
こ
の
規
模
の
帳
を
参
照
し
､
憐

怠
な
く
実
施
す
べ
き
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
'
察
文
痔
は
察
家
の
規
範
が
子
々
孫
々
ま
で
守
り
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
強
く
望
ん
で
お
り
'
そ
の
た
め
の
指
南
書
と

し
て

『四
本
堂
家
礼
』
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
察
文
縛
は

『四
本
堂
家
礼
』
作
成
の
十
七
年
前
に
'
久
米
村
の
葬
礼

･
祭
礼
の
実
施
方
法
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
わ
っ
て
い
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る
｡
こ
の
件
に
関
し
て
は
上
江
洲
敏
夫
氏
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
の
で
'
上
江
洲
氏
に
従
い
な
が
ら
簡
略
述
べ
る
と
以
下
の
通
り
で

あ
る
｡

久
米
村
は
唐
栄
と
も
い
い
､
い
わ
ゆ
る

｢閑
人
三
十
六
姓
｣
と
称
さ
れ
る
中
国
の
福
建
省
か
ら
や
っ
て
き
た
人
々
が
集
住
し
た
地
域

で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
当
初
は
当
然
の
ご
と
く
中
国
的
な
儒
教
に
基
づ
く
葬
祭
礼
を
行
っ
て
い
た
が
'
｢近
世
に
至
り
｣'
琉
球
国
内
で

一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
僧
侶
に
よ
る
仏
教
的
な
葬
祭
礼
に
移
行
し
た
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し

一
七

二
二
年
に
元
の
よ
う
に
儒
教
的
な

葬
祭
礼
を
遵
守
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
'
そ
の
後
'

一
七

一
九
年
に
再
び
琉
球
式
の
仏
教
的
な
儀
礼
に
改
め
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
時
の
'
中
国
式
の
儒
教
的
な
葬
祭
礼
を
是
と
す
る
意
見
､
琉
球
式
の
仏
教
的
な
葬
祭
礼
を
是
と
す
る
意
見
'
お
よ
び
評
定
所
の

裁
定
に
至
る
経
緯
が
わ
か
る
史
料
が
残
っ
て
い
る
が
'
察
文
樽
は
儒
教
的
な
作
法
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
書
に
名
を
連
ね
て

い
る
｡
こ
の
意
見
書
の
中
に
'
｢最
早
三
十
六
姓
之
家
法
年
来
造
隔
来
候
得
は
'
自
然
と
其
志
薄
罷
成
様
之
儀
二
両
'
先
祖
之
家
法
も

相
忘
'
風
俗
も
漸
々
と
廃
行
'
残
念
至
極
存
候
折
節
'
去
巳
年
久
米
村
之
儀
は
'
如
唐
儒
家
之
葬
礼
可
行
由
被
遊
言
上
被
仰
付
候
故
'

誠
以
古
風
再
興
之
基
と
奉
感
心
｣
と
あ
り
'
先
祖
の
家
法
も
忘
れ
'
風
俗
も
廃
れ
て
い
る
こ
と
を
憂
え
て
い
た
折
'
葬
礼
を
儒
教
式
に

行
う
と
の
一
七

二
二
年
の
決
定
は
古
風
の
再
興
の
基
に
な
る
と
喜
ん
だ
様
子
が
う
か
が
え
る
｡
こ
の
先
祖
の
家
法
お
よ
び
風
俗
の
現
状

に
つ
い
て
の
危
機
意
識
は
､
察
文
樽
の

『
四
本
堂
家
礼
』
の
作
成
意
図
と
も
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
案
文
縛
等
の
中
国
式
の
葬
祭
礼
を
是
と
す
る
意
見
は
採
用
さ
れ
ず
'
評
定
所
で
は
'
久
米
村
人
の
多
く
は
中
国
的
な

作
法
で
行
う
こ
と
に
反
対
で
あ
る
と
い
う
現
状
を
踏
ま
え
た
上
で
'

一
七

二
二
年
以
前
に
戻
っ
て
､
琉
球
国
で

一
般
に
行
わ
れ
て
い
る

仏
教
的
な
作
法
で
行
う
よ
う
に
と
の
裁
決
を

一
七

一
九
年
に
下
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
こ
の
決
定
か
ら
十
七
年
後
に
察
文
博
は

『四
本
堂
家
礼
』
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
る
が
'
す
で
に
久
米
村
で
は
琉
球
国
内
の

仏
教
的
な
葬
祭
礼
が
定
着
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡
『
四
本
堂
家
礼
』
の

｢葬
礼
｣
を
見
る
限
り
､
中
国
の
儒
教
的
な
作
法
は
完
全
に
払
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拭
さ
れ
て
は
い
な
い
が
'
現
行
の
葬
礼
す
な
わ
ち
仏
教
的
な
儀
礼
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'
察
家
に
お
い
て
も

｢国
俗

(‖)

に
従
う
べ
し
｣
と
さ
れ
た

一
九

一
九
年
の
評
定
所
の
裁
決
が

一
応
守
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
案
文
縛
は

『四
本
堂
家
礼
』
を
作
成

す
る
に
あ
た
っ
て
は
､
自
身
の
信
念
は
信
念
と
し
て
'
棄
家
に
お
け
る
現
行
の
儀
礼
を
受
け
入
れ
な
が
ら
記
述
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ

う
｡

(3
)
『朱
子
家
礼
』
と
の
関
係

王
府
が
制
定
し
た

『服
制
』
と
は
別
に
､
個
人
が
作
成
し
た
冠
婚
葬
祭
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
恐
ら
く

『四
本
堂
家
礼
』
が
初
め

て
で
あ
る
｡
本
書
の
中
に

｢文
公
家
礼
見
合
｣
と
か
'
単
に

｢家
礼
見
合
｣
な
ど
と
'
た
び
た
び

｢家
礼
｣
の
用
語
が
出
て
く
る
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
察
文
樽
は

『
四
本
堂
家
礼
』
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
中
国
の

『朱
子
家
礼
』
を
参
考
に
し
て
い
る
｡

『朱
子
家
礼
』
の
版
本
は
'
朱
子
の
原
本
の
系
統
と
明
代
の
丘
溶
注
釈
の
系
統
の
二
種
類
あ
る
が
､
察
文
縛
が
参
照
し
た
の
は
丘
溶
注

(12)

釈
系
統
の

『重
刻
朱
子
家
礼
』
(康
照
四
十
年
序
重
刻
本
)
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
両
者
の
構
成
を
比
較
し
た
の
が
次
表
で
あ

る
が
'
『朱
子
家
礼
』
の

【喪
礼
】
【喪
葬
】
【喪
虞
】
が

『四
本
堂
家
礼
』
で
は

【葬
礼
】
【喪
礼
】
と
な
っ
て
い
る
他
は
ほ
と
ん
ど
同

じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
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(表
1

)

『朱
子
家
礼
』
『四
本
堂
家
礼
』
部
門
の
比
較

雑 祭 喪 喪 喪 香 冠 過 『重刺朱

倭 礼 虞 葬 礼 礼 礼 礼 千衣整

雑 祭 喪 葬 婚 冠 通 『四本堂家整
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し
か
し

『四
本
堂
家
礼
』
は
丘
溶
注
釈
系
統
の

『重
刻
朱
子
家
礼
』
に
依
拠
し
て
い
る
と
は
い
え
'
形
式
的
に
は
､
む
し
ろ

『朱
子

家
礼
』
の
日
本
版
と
で
も
言
う
べ
き

『大
和
家
礼
』
(寛
文
七
年

二

六
六
七
)
､
大
和
田
九
左
衛
門
閥
板
､
西
尾
市
立
図
書
館
岩
瀬
文

(13)

庫
蔵
)
に
似
て
お
り
､
項
目
ご
と
に
文
章
化
さ
れ
て
い
る
｡

ま
た

『
四
本
堂
家
礼
』
が
琉
球
の
慣
習
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
'
す
で
に
先
学
の
指
摘
が
あ
る
｡
た
と
え
ば

【葬
礼
】
に
は
琉
球
独
特
の
習
俗
で
あ
る

｢洗
骨
之
事
｣
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
｡
【冠
礼
】
で
は

『朱
子
家
礼
』
の
内
容
を
全

かた
か
し
ら

く
参
照
せ
ず
'
片
髪
を
結
い
'
最
初
に
鉄
を
入
れ
る
烏
帽
子
親
を
立
て
る
こ
と
な
ど
'
専
ら
琉
球
お
け
る
元
服
の
固
有
の
習
俗
が
記
さ

れ
て
い
る
｡

【通
礼
】
に
は

｢横
大
小
有
之
候
由
緒
之
事
｣
｢祖
母
那
理
古
普
之
墓
二被
葬
候
由
来
之
事
｣
｢照
屋
通
事
親
雲
上

･
北
谷
は
ん
加
那



志

･
高
良
秀
才
､
三
人
之
位
牌
納
所
之
事
｣
な
ど
察
家
の
先
祖
に
関
す
る
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
'
｢年
中
諸
礼
式
之
事
｣
も
察
家
に

お
け
る
先
祖
祭
紀
が
中
心
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら

『朱
子
家
礼
』
に
も

『大
和
家
礼
』
に
も
な
い

『四
本
堂
家
礼
』

の
独
自
の
項
目
で
あ
る
｡

(4
)
『四
本
堂
家
礼
』
と

『嘉
徳
堂
規
模
帳
』

沖
縄
に
は

『四
本
堂
家
礼
』
と
は
別
に

『嘉
徳
堂
規
模
帳
』
と
題
す
る
家
礼
が

一
冊
存
在
す
る
｡

一
九
八
六
年
に
法
政
大
学
沖
縄
文

化
研
究
所
か
ら

｢沖
縄
研
究
資
料
7
｣
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
｡
作
成
者
は
鄭
為
基

･
池
宮
城
親
雲
上
で
'
嘉
徳
堂
は
鄭
氏
小
宗
池

宮
城
家
の
堂
号

(大
宗
の
堂
号
は
通
徳
堂
)
で
あ
る
｡
作
成
年
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
'
は
っ
き
り
し
た
成
立
時
期
は
不
明
だ
が
'

刊
本
冒
頭
の
池
宮
正
治
氏
の

｢解
題
｣
に
よ
れ
ば
､
七
八
丁
表
に
同
治
三
年

(
一
八
六
四
)
の
為
基
が
曽
祖
父
を
祭
っ
た
祭
文
が
見
え
'

七
八
丁
重
に
光
緒
十
二
年

(
一
八
八
六
)
に
死
去
し
た
鄭
為
基
の
三
年
忌
を
'
そ
の
子
の
為
順
が
行
っ
た
こ
と
が
見
え
る
こ
と
か
ら
'

こ
の
間
に
成
立
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
が
'
さ
ら
に
為
順
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
光
緒
二
十
五
年

(
一
八
九
九
)
ま
で
書
き
加
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
最
終
的
な
完
成
は
こ
の
時
期
で
あ
ろ
う
と
い
う
｡

『嘉
徳
堂
規
模
帳
』
は
､
冒
頭
に

｢鄭
家
排
徳
字
堂
名
由
来
｣
そ
し
て

｢鄭
家
書
帯
革
由
来
｣
が
あ
り
､
そ
の
後
に
序
文
が
記
さ
れ

て
い
る
｡
序
文
は

『四
本
堂
家
礼
』
の
序
文
と
同
文
で
あ
る
が
'
そ
れ
に
続
け
て

｢尤
左
之
通
家
規
相
定
置
申
候
間
､
子
々
孫
々
迄
無

相
違
'
永
代
可
相
守
者
也
｣
と
あ
る
｡
こ
の
追
記
の
文
言
は
'
『四
本
堂
家
礼
』
で
は
末
尾
の
年
月
日
'
作
成
者
の
前
に

｢右
之
通
云
々
｣

に
記
さ
れ
て
い
る
｡

『嘉
徳
堂
規
模
帳
』
は

【通
礼
】
【婿
礼
】
【葬
礼
】
【祭
礼
】
【雑
録
】
の
部
門
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
'
『
四
本
堂
家
礼
』
で
部
門

と
し
て
立
て
て
い
た

【冠
礼
】
と

【喪
礼
】
は
'
こ
こ
で
は

【婚
礼
】
と

【葬
礼
】
の
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
含
め
て
い
る
｡
目
録
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に
見
え
る

【雑
録
】
の
内
容
は
本
文
に
は
な
く
'
【祭
礼
】
の
後
は
'
｢不
作
仏
事
｣
｢喪
家
'
不
招
僧
道
作
仏
事
｣
｢唱
拝
｣
｢酔
油
由

来
｣
｢飲
福
受
肝
由
来
｣
｢焚
香
由
来
｣
｢焚
銭
紙
由
来
｣
｢晶
定
｣
｢
(先
祖
年
忌
祭
日
)｣
が
書
か
れ
て
い
る
｡

部
門
お
よ
び
項
目
の
比
較

(別
表
2
参
照
)
か
ら
も
わ
か
る
通
り
'
『嘉
徳
堂
規
模
帳
』
は

『
四
本
堂
家
礼
』
を
基
本
に
作
成
さ
れ

て
い
る
が
'
現
状
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
や

｢嘉
徳
堂
｣
の
し
き
た
り
に
あ
わ
な
い
も
の
は
削
り
'
ま
た
項
目
の
部
門
替
え
を
行
っ
た
り
'

あ
ら
た
に
独
自
の
項
目
を
立
て
た
り
し
て
い
る
｡
同
じ
項
目
で
も

『四
本
堂
家
礼
』
か
ら

一
世
紀
半
近
い
年
代
を
経
て
い
る
た
め
'
習

俗
の
変
化
に
伴
い
記
述
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
'
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

『
四
本
堂
家
礼
』
よ
り
も
詳
し
く
書
か
れ
て
い

る
｡

『嘉
徳
堂
規
模
帳
』
は

『四
本
堂
家
礼
』
の
よ
う
に
'
他
に
写
本
は
全
く
存
在
し
な
い
｡
そ
れ
は

『嘉
徳
堂
規
模
帳
』
が
専
ら
池
宮

城
の
家
礼
と
し
て
作
成

･
利
用
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
｡
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(5
)
『四
本
堂
家
礼
』
の
利
用

『四
本
堂
家
礼
』
は
察
家

一
族
の
守
る
べ
き
規
範
と
し
て
作
成
さ
れ
た
が
'
察
家
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
利
用
さ
れ
た
｡

た
と
え
ば
'
評
定
所
が
薙
正
三
年

(
一
七
二
五
)
と
乾
隆
二
年

(
一
七
三
七
)
の
二
度
､
改
定
し
発
布
し
た

『服
制
』
が

『四
本
堂

家
礼
』
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
'
と
り
わ
け

『四
本
堂
家
礼
』
成
立
の
翌
年
に
あ
た
る
乾
隆
二

年

(
一
七
三
七
)
の

『服
制
』
(崎
浜
秀
明
編

『続
沖
縄
旧
法
制
史
料
集
成
』
第
二
巻
所
収
)
で
は
'
『四
本
堂
家
礼
』
の

【葬
礼
】

･

【喪
礼
】
の
条
文
を
引
用
し
た
り
､
ま
た
文
中
に
も

｢四
本
堂
之
規
模
帳
二相
見
得
候
事
｣
と
記
す
な
ど
'
再
公
定
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
評
定
所
に
は

『四
本
堂
家
礼
』
が
備
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た

『伊
江
親
方
日
々
記
』
嘉
慶
十
八
年

二

八

二
二
)
六
月
十

一
日
条
に
は
'
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
｡



一

十

一
日
'
仲
村
里
之
子
親
雲
上
明
後
日
出
帆
之
筈
二両
暇
乞
二罷
出
'
先
日
相
頼
置
候
書
物
'
其

外
左
之
通
持
参
'
繁
多
之
時
分
入
念
儀
'
恭
存
候
事

永
伝
記
清
書

一
冊

同
中
清

一
冊

年
中
月
並
規
模
帳

一
冊

四
本
堂
規
模

一
冊

伝
説
集

一
冊

(但
､
御
系
図
座
筆
者
相
勤
候
仲
本
里
之
子
親
雲
上
ヨ
リ
も
ら
い
候
由
)

系
図
座
筆
者
の
仲
村
里
之
子
親
雲
上
が
唐
旅
立
ち
の
挨
拶
に
や
っ
て
き
た
時
'
伊
江
親
方
か
ら
先
日
依
頼
の
あ
っ
た
書
物
を
持
参
し

て
い
る
が
'
そ
の
中
に

｢四
本
堂
規
模

一
冊
｣
が
含
ま
れ
て
い
た
｡
三
司
官
も
勤
め
た
こ
と
が
あ
る
伊
江
親
方
朝
睦
が
ど
う
い
う
目
的

で
こ
の
本
の
借
用
を
依
頼
し
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
'
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
ち
な
み
に
評
定
所
文
書
の

｢英
人

来
着
日
記
｣
の
道
光
二
十
六
年

(
一
八
四
六
)
九
月
二
十

一
日
付
の
記
事
に
'
評
定
所
筆
者
と
し
て
中
村
里
之
子
親
雲
上
の
名
が
見
え

る

(『琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
三
巻
)｡
『伊
江
親
方
日
々
記
』
の
嘉
慶
十
八
年
と
は
三
十
三
年
の
開
き
が
あ
る
が
同

一
人
物
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
'
中
村
里
之
子
親
雲
上
が
朝
睦
の
と
こ
ろ
へ
持
参
し
た
も
の
は
'
評
定
所
保
管
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡

『四
本
堂
家
礼
』
は
諸
士
族
の
家
で
も
冠
婚
葬
祭
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
利
用
さ
れ
た
｡
奥
本
お
よ
び
京
本
な
ど
出
所
が
不
明
な
も

の
も
あ
る
が
'
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る

『四
本
堂
家
礼
』
は
'
首
里
の
桑
江
家
'
久
米
島
の
上
江
洲
家
'
八
重
山
の
石
垣
家
'
我
那
覇

(‖)

家

(竹
原
家
)
'
仲
里
家
'
吉
舎
場
英
勝
家
'
識
名
信
升
家
な
ど
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

そ
も
そ
も
久
米
村
の
察
家

一
族
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
'
た
と
え
ば

『
四
本
堂
家
礼
』
の

｢祖
母
那
理
古
普
之
墓

被
葬
候
由
来
之
事
｣
｢照
屋
通
事
親
雲
上
北
谷
は
ん
が
な
し
高
良
秀
才
三
人
之
位
牌
納
所
之
事
｣
｢外
祖
父
之
儀
高
氏
喜
納
親
雲
上
墓
二
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被
葬
候
事
｣
｢母
親
之
儀
外
祖
父
喜
納
親
方
よ
り
養
育
為
被
成
事
｣
｢照
屋
親
雲
上
鹿
児
島
詰
之
時
繁
昌
之
事
｣
｢清
泰
寺
之
寺
号
本
之

様
二忠
義
堂
与改
候
事
｣
な
ど
の
国
有
名
詞
の
入
っ
た
項
目
は
､
察
家
以
外
の
士
族
に
は
直
接
関
係
が
な
い
｡
現
に
善
本
の
よ
う
に
､
39

｢八
月
二忠
志
堂
祭
紀
之
事
｣'
53

｢父
母
之
家
財
子
共
汀分
ケ
候
事
｣
､
54

｢外
祖
父
之
儀
高
氏
喜
納
親
雲
上
墓
二被
葬
候
事
｣､
73

｢官
生

之
時
相
求
候
手
跡
之
事
｣'
79

｢照
屋
親
雲
上
塵
島
詰
之
時
繁
昌
之
事
｣､
82

｢白
沢
之
絵
書
手
之
事
｣
な
ど
'
自
家
で
は
関
係
な
い
と

思
う
項
目
は
あ
ら
か
じ
め
書
写
し
て
い
な
い
写
本
も
あ
る
｡
し
か
し
善
本
は
む
し
ろ
例
外
で
'
そ
れ
以
外
の
写
本
は
､
脱
文
は
あ
る
が
'

そ
れ
は
単
純
な
書
き
落
と
し
の
場
合
が
多
く
'
意
識
的
に

一
字

一
句
､
丸
写
し
し
て
い
る
｡
そ
れ
は

『四
本
堂
家
礼
』
が
最
初
に
作
成

さ
れ
た

｢家
礼
｣
で
あ
り
'
社
会
的
に
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
'
『
四
本
堂
家
礼
』
を
所
蔵
し
利
用
す
る

こ
と
が
士
族
の
ス
テ
イ
タ
ス
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
｡

お
わ
り
に
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中
国
の
家
礼
は
朝
鮮
や
日
本
に
も
伝
わ
り
'
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
家
礼
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
が
中
国
の
家
礼
の

直
輸
入
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
『
四
本
堂
家
礼
』
は

『朱
子
家
礼
』
に
依
拠
し
な
が
ら
も
'
琉
球
の
習
俗
や
し
き
た
り
を
取
り
入
れ
て

独
自
の
家
礼
に
仕
立
て
て
い
る
点
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る
｡
こ
う
し
た
家
礼
が
作
成
さ
れ
､
長
い
間
'
察
家
以
外
の
士
族
の
間
で
も
参

照
さ
れ
'
今
日
ま
で
複
数
の
写
本
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
状
況
は
沖
縄
以
外
に
例
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
中
国
に
お
い
て
盛
行
し
た
朱

子
学
は
東
ア
ジ
ア
に
伝
播
L
t
朝
鮮
や
日
本
の
人
々
の
教
養

･
修
養
と
し
て
広
く
受
容
さ
れ
な
が
ら
､
儒
教
儀
礼
お
よ
び
家
礼
は
'
朝

鮮
に
比
べ
て
日
本
に
は
そ
れ
ほ
ど
浸
透
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
中
で
､
琉
球
に
お
い
て

『朱
子
家
礼
』
に
依
拠
し
た

独
自
の

『四
本
堂
家
礼
』
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
｡



注
(1
)
小
川
徹

｢『察
家
家
憲
』
あ
る
い
は

『四
本
堂
家
礼
』
の
こ
と
｣
(『沖
縄
文
化
』
三
〇
･
三

一
合
併
号
'
後
に

『近
世
沖
縄
の

民
俗
史
』
(弘
文
堂
'

一
九
八
七
年
)
に
所
収
｡

(2
)
小
川
徹

｢『四
本
堂
家
礼
』
そ
の
後
｣
(『沖
縄
文
化
』
三
二
'
後
に

『近
世
沖
縄
の
民
俗
史
』
(前
掲
)
所
収
)
｡

(3
)
な
お
小
川
氏
の
著
書
の
第
三
部
第
二
章

｢近
世
琉
球
に
お
け
る
民
俗
祭
紀
体
系
の
新
展
開
｣
で
も
随
所
に

『四
本
堂
家
礼
』
を

利
用
し
た
知
見
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

(4
)
窪
徳
忠

｢中
国
の
習
俗
と

『
四
本
堂
家
礼
』
｣
(『南
島
史
学
』
七
)
'
同

｢『四
本
堂
家
礼
』
に
見
え
る
沖
縄
の
中
国
的
習
俗
｣

(『東
方
学
』
五

一
)
､
同

｢『
四
本
堂
家
礼
』
に
み
え
る
天
妃
信
仰
｣
(『社
会
と
伝
承
』

一
四
ノ
四
)

(5
)
上
江
洲
敏
夫

｢『四
本
堂
家
礼
』
と
沖
縄
民
俗
｣
(『民
俗
学
研
究
所
紀
要
』
八
)

(6
)
平
敷
令
治

『沖
縄
の
祖
先
祭
紀
』
(第

一
書
房
､

一
九
九
五
年
)

(7
)
鄭
陳
霊

｢琉
球
に
お
け
る

『家
礼
』
の
思
想
｣
(『名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
二
三
)

(8
)
上
江
洲
敏
夫

｢堂
号
に
つ
い
て
｣
(『沖
縄
県
立
博
物
館
紀
要
』

〓

1)
に
は
､
高
額
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
'
書
幅
や
聯
の
右

肩
に
押
し
た
り
刻
し
た
り
す
る
関
防
印
'
家
譜
所
載
の
も
の
な
ど
'
そ
れ
ぞ
れ
の
堂
号
の

一
覧
表
が
提
示
さ
れ
て
い
る
｡

(9
)
『朱
子
家
礼
』
に
関
す
る
研
究
は
､
吾
妻
重
二

『朱
蕪

｢家
礼
｣
の
版
本
と
思
想
に
関
す
る
実
証
的
研
究
』
(科
学
研
究
費
補
助

金
報
告
書
'
二
〇
〇
三
年
)
を
参
照
し
た
｡

(10
)
鳩
尾
稔

｢『寿
梅
家
礼
』
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

(
一
)
(二
)｣
(『慶
応
義
塾
大
学

言
語
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
七

･
三
八
)

(11
)
な
お
個
人
的
に
は
な
お
中
国
的
な
道
教
作
法
に
こ
だ
わ
る
者
も
い
た
よ
う
で
'
『球
陽
』
尚
敬
十
四
年

(
一
七
二
六
年
)
条
に

よ
れ
ば
'
大
嶺
親
方
基
橋

(鄭
弘
良
)
は
自
ら
の
葬
儀
は
儒
教
的
な
作
法
で
行
い
た
い
と
乞
い
願
い
許
さ
れ
て
お
り
､

一
七
二
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九
年

･
一
七
三
〇
年
と
夫
婦
し
て
相
次
い
で
病
で
死
去
し
た
時
の
葬
礼
は
供
に
中
国
式
で
行
っ
て
い
る
｡
但
し
こ
れ
は
例
外
と

み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(12
)
久
米
島
の
輿
世
永
家
文
書
に
は

『朱
子
家
礼
八
巻
首

一
巻
』
の
残
巻
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
'
そ
れ
が
沖
縄
に
伝
わ
っ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
｡

(13
)
た
と
え
ば

『大
和
家
礼
』
二
之
巻
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

冠
礼
冠
礼
と
は
元
服
の
事
を
い
ふ
也

第

一

元
服
の
年
月
の
事

一
男
子
十
六
歳
よ
り
二
十
歳
ま
で
の
う
ち
に
'
元
服
を
す
る
に
'
其
内
父
に
て
も
母
に
て
も
死
た
る
時
に
は
'
忌
す
ぎ
て
の
ち

元
服
を
す
る
な
り
｡
兄
弟
親
類
の
死
し
た
る
と
き
に
も
､
忌
の
か
り
た
る
う
ち
に
ハ
元
服
を
せ
ず
｡
い
に
し
え
ハ
元
服
の
日

を
え
ら
ぶ
に
､
笠
を
ハ
も
ち
ひ
し
か
り
共
'
今
の
世
に
ハ
た
ゞ
正
月
の
内
の
吉
日
を
え
ら
ひ
て
日
を
さ
だ
め
､
か
ね
て
名
付

親
を
た
の
み
､
又
ハ
其
日
に
人
へ
き
道
具
な
ど
を
も
と
～
の
へ
を
き
'
其
日
に
い
た
り
事
の
ふ
っ
～
か
に
な
き
や
う
に
す
る

な
り
｡
名
づ
け
親
え
ら
び
に
道
具
の
事
ハ
次
の
段
に
く
ハ
し
く
見
之
侍
る
な
り
｡

第
二

用
ゆ
へ
き
人
の
事

(以
下
略
)

要
す
る
に
'
『朱
子
家
礼
』
は
本
文
を
い
く
つ
か
の
段
落
に
切
っ
て
､
そ
れ
ぞ
れ

一
字
下
げ
で

｢儀
節
｣
な
ど
の
注
釈
を
記

す
が
'
『大
和
家
礼
』
は
そ
う
し
た
形
式
は
採
ら
ず
'
す
べ
て
項
目
ご
と
に
文
章
化
し
て
い
る
｡
こ
の
点
が

『四
本
堂
家
礼
』

と
似
て
い
る
｡

(14
)
八
重
山
に
写
本
が
多
い
の
は
八
重
山
特
有
の
傾
向
で
'
上
江
洲
敏
夫
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
'
聯
や
扇
額
に
お
い
て
も
複
製
が
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多
く
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
｡
こ
れ
と
対
照
的
な
の
が
宮
古
で
'
宮
古
で
は

『
四
本
堂
家
礼
』
は
全
く
確
認
さ
れ
な
い
｡

(別
表
-
)
『
四
本
堂
家
礼
』
写
本
間
の
項
目
比
較

≡ : 位 ,: i9A 孟 三 三 三 .4k 13t 孟 三 国 要 要( ( 項目

孫 中 牌 屋 母 大 後 親 妻 牌 替 代 位 候 漢
誕 諸 納 通 那 小 胤 先 神 之 之 祭 牌 文 文

蓋 聾 堅 墓 笠 ) )之礼 事 事式 様之 之事 事致安置真 筆
才
ー
人
之

1211 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 /○ × 博

1211 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 / ○ ○ 石

1211 10 9 8 × × 5 4 3 2 1 / ○ ○ 仲

× × × × × × × × × × × / × × 竹

1211 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 / ○ ○ 喜

1211 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 / ○ ○ 識

1211 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 / ○ ○ 上

1211 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 / ○ ○ 輿

-74-



151413617日H001V見目
1021PiE

父
母
井

一門誕
生
日
礼
式
之
事

昇
官
井

島知行

頂
戴
之
時
礼
式
之

事

島
知
行

作毛之
初
霊
前
江
備
候
事

節
季
之
菓
子
霊
前
江
備
候
事

家
普
請
井
草
替
門
明
初
雪
隠
所
仕

立之
事

子
弟
之
家
立
候
事

旅
立
之
事

拝
領
之
事

猶
子
之
事

圏

22

有
礼
一

23

男
子
縁

組
之事

24

女
子
出

嫁
之事

一葬
礼
一

25

茶
毘
之
事

6m仇叩7200m劇叩9V山叩

我
よ
り
も
年
劣
り
た

る叔父
母
死去
之
時
拝
礼
之
事

洗
骨
之
事

新
墓
仕

立之事

遷
葬
之
事

画
風

30
喪
礼
之
事

l祭
旦

/ 302928272625/ 2423/ 22212019181716151413

/ 302928272625/ 2423/ 22212019181716151413

/ 302928272625/ 2423/ 22212019181716151413

/ × × × × × × / × × / × × × × × × × × × ×

/ 302928272625/ 2423/ 22212019181716151413

/ 302928272625/ 2423/ 22212019181716151413

/ 302928272625/ 2423/ 22212019181716151413

/ 302928272625/ 2423/ 22212019181716151413

/ 302928272625/ 2423/ 22212019181716151413
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13V山叩回乱国嵐343回九36373●●削嵐甘軌3

四
時
之
祭
之
事

忌
日
之
事

祢
之
祭
之
事

年
忌
之
事

女
子
を
出
生
迄
二
而
致
死
去
候
婦
人
祭
所
之
事

先
妻
後
妻
無
子
者
祭
所
之
事

男
子
出
生
二
両
為
致
離
別
婦
人
祭
所
之
事

為
致
早
死
子
祭
之
事

八
月
二
忠
塞
堂
祭
紀
之
事

一雑
旦

W･血414243444に丸46474004Ei軌40=旧丸

首
里
之
御
諭

(主
君
之
御
諭
)

祖
父
井
母
親
臨
終
之
事

敦
人
倫
之
事

孝
道
之
事

篤
宗
族
之
事

子
弟
教
訓
之
事

妻
女
教
訓
之
事

女
子
教
訓
之
事

婦
人
二
七
去
三
不
去
有
之
事

婦
人
三
従
之
事

夫
婦
之
離
別
を
不
可
軽
事

5049484746454443424140/ 393836373534× 3231

5049484746454443424140/ 393836373534× 3231

× × × × × × × × × × × / 39 38 3637 35 3 4 × 3231

5049484746454443424140/ × × × × × × × × ×

5049484746454443424140/ 無 3836373534× 3231

× × × × × × × × × × × / 3938 3637 3 5 3 4 × 3231

5049484746454443424140/ 393836373534× 3231

50欠 欠 4746454443424140/ 393836373534×3231

× × × × × × × × × × × / 39 38 36 37 35 34 × 3231
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7 1 70 69 68 6 7 66 65 64 63 62 6 1 60 59 58 57 56 55 5 4 53 52 5 1

惣
領
家
可
令
扶
助
事

嫡
子
取
持
之
事

父
母
之
家
財
子
共
江
分

ケ
候
事

外
祖
母
之
儀
高
氏
喜
納
親

雲上墓
二
被
葬
候

事

母
親
之
儀
外
祖
父
喜
納
親

方より養
育
為
被

成
事

郷
党
和
睦
之
事

正
道
を
以
家
内
可
相
治
事

父
之
親
友
交
之
事

久
米
村
職
分
之
事

学
問
之
事

可
尽
善
事
之
事

朱
文
公
之
教
之
事

司
馬
温
公
之
教
之
事

憤
字
紙
事

人
常
二
事
業
を
不
可
捨
事

日
月
星
辰
不
可
拝
事

猿
仏
神
致
信
仰
候
儀
停
止
之
事

奴
牌
締
方
之
事

妾
子
之
事

久
米
村
教
訓

(郷
禁
)
之
事

家
等

(此
方
)
屋
敷
之
事

7 1 7 0 69 68 67 66 6 5 64 63 62 61 60 59 58 57 56 555 4 53 52 51

7170 6968 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 5 5 54 53 52 5 1

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

無 7 0 69 68 67 666 5 64 636 2 6 1 60 5 9 58 57 56 55 54 535 2 51

71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56無 無 53 5 2 51

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

71 70 69 68 67 66 65 6 4 63 6 2 6 1 6 0 59 58 57 56 5 5 5 4 53 5 2 51

71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 5 5 54 5 3 52 5 1

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
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8887868584838281807978777675747372

所
持

(家
伝
)
之
武
具
之
事

[私
]
官
生
之
時
相
求
候
手
跡
之
事

銀
銭
取
遣
之
事

隣
火
之
事

名
子
禁
止
之
事

人
之
口
入
禁
止
之
事

中
議
大
夫
官
街
之
事

照
屋
親
雲
上
塵
島
詰
之
時
繁
昌
之
事

子
共
養
親
設
候
事

墓
所
細
々
巡
見
可
仕
事

白
沢
之
絵
書
手
之
事

仕
明

[田
]
之
事

喧
嘩
口
論
致
間
敷
事

滴
泰
寺
之
寺
号
本
之
様
二
忠
蓋
堂
与
改
候
事

娘
共

(女
子
)
市
立
停
止
之
事

病
人
見
舞
嫌
日
之

(之
時
忌
候
)
辛

作
成
意
図

･
年
月
日

･
作
者

8887868584838281807978777675747372

8588878684838281807978777675747372

×××××××××××××××××

無 無 8685848382818079787776757473無

888587868483無 8180無 7877767574無 72

×××××××××××××××××

88 87 86 85 84 83 8281 80 79 78 7 7 76 7 5 74 73 72

8 5 88 87 86 84 83 82 81 80 79 78 77 76 7 5 74 73 72

×××××××××××××××××

-78-



注項
目
の
配
列
は
県
博
本
に
つ
い
て
'
目
録
の
項
目
の
題
名
と
本
文
中
の
項
目
の
題
名
が
違
う
場
合
は
'
本
文
中
の
項
目
名
を

(

)
で

示
し
た
｡
ま
た
本
文
に
お
け
る
追
加
語
は

[

]
で
示
し
た
｡

(別
表
2
)
『四
本
堂
家
礼
』
『嘉
徳
堂
規
模
帳
』
の
目
録
比
較

竺 i9A 孟 三 三 三 14日 3t 三 三 匪『四本壁秦整

人 母 大 後 親 妻 牌 替 代 位
之 那 小 胤 先 神 之 之 祭 牌

聾 萱 重 量 蓋 憂 警 茎 蛋 笠之辛様之候 事 遥 事
由 致
来 安
事 置

候
辛

塞『義徳堂規模帳』
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11213141

年
中
諸
礼
式
之
事

子
孫
誕
生
之
時
礼
式
之
事

父
母
井
一
門
誕
生
日
礼
式
之
事

昇
官
井
島
知
行
頂
戴
之
時
礼
式
之
事

[旧丸16171001V軌=H
0Ll劇WL12 島

知
行
作
毛
之
初
霊
前
江
備
候
事

節
季
之
菓
子
霊
前
江
備
候
事

家
普
請
井
茸
替
門
明
初
雪
隠
所
仕
立
之
事

子
弟
之
家
立
候
事

旅
立
之
事

拝
領
之
事

猶
子
之
事

24

女
子
出
嫁
之
事

1

年
中
諸
礼
式
之
事

2

子
孫
誕
生
之
時
礼
式
之
事

3

父
母
井
一
門
誕
生
日
礼
式
之
事

4

昇
官
井
旅
役
又
は
役
職
島
知
行
頂
戴
'
家
督
島
操

(繰
)
替
之
時
礼
式
之
事

5
島
知
行
井
御
扶
持
方
之
初
'
御
仏
供
上
ケ
候
事

6

節
季
之
菓
子
御
霊
前
江
上
ケ
候
事

7
家
普
請
井
草
替
門
明
初
雪
隠
所
仕
立
之
事

8

子
弟
之
家
立
候
事

9

旅
立
井
帰
帆
之
事

01112

1 拝
領
之
事

猶
子
之
事冠礼

之
事

有礼一
324252

男
子
縁
組
之
事

親
迎
之
行
列
之
事

女
子
出
嫁
之
事
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有礼一25茶毘之事

我
よ
り
も
年
劣
り
た
る
叔
父
母
死
去
之
時
拝
礼
之
事

72002V凪Ⅴ山叩

洗
骨
之
事

新
墓
仕
立
之
事

遷
葬
之
事

圏
30

喪
礼
之
事

26

迎
婦
夫
家
行
之
行
列
之
事

有
礼
一

7m劇叩00V山叩

茶
毘
之
事

送
葬
之
行
列
之
事

0凹乳13m劇叩W瞥血
334凹乳に'丸3Ⅶ鳥目

37田
且

00393

女
子
を
出
生
迄
二
而
為
致
死
去
候
妻
祭
所
之
所

(1
上
段
35
)

男
子
誕
生
離
別
候
婦
人
神
主
祭
所
之
事

先
妻
後
妻
無
子
者
祭
所
之
事

(1
上
段
36
)

致
早
死
候
子
之
祭
之
事

(1
上
段
38
)

歳
弟
叔
父
母
井
其
妻
死
去
之
時
拝
礼
之
事

唐
葬
礼
祭
礼
之
由
来
之
事

洗
骨
之
事

新
墓
仕
立
之
事

遷
葬
之
事

墓
修
甫
之
事

喪
礼
之
事
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有礼一13
233343

四時之
祭
之
事

忌
日
之
事

祢
之
祭
之
事

年
忌
之
事

∩旧九3Ⅶ∬u
37300393

女
子
を
出
生
迄
二
而
致
死
去
候
婦
人
祭
所
之
事

先
妻
後
妻
無
子
者
祭
所
之
事

男
子
出
生
二
而
為
致
離
別
婦
人
祭
所
之

為
致
早
死
子
祭
之
事

八
月
二
忠
義
堂
祭
紀
之
事

I.雑
旦

4014

首
里
之
御
諭

(主
君
之
御
諭
)

祖
父
井
母
親
臨
終
之
事

一祭
礼
一

4014

四
時
之
祭
之
事

忌
日
之
事

PiA1
43444=旧札446

年
忌
之
事

位
牌
書
様
之
事

無
後
胤
傍
親
位
牌
書
様
之
事

年
忌
之
時
飾
図
之
事

年
忌
之
時
持
晶
立
之
事

(1
上
段
4
)

(1
上
段
7
)

園47

首
里
之
御
諭

-82-



Ⅴ山叩43444日旧Iu
46474

敦
人
倫
之
事

孝
道
之
事

篤
宗
族
之
事

子
弟
教
訓
之
事

妻
女
教
訓
之
事

女
子
教
訓
之
事

004T凪40日旧丸1H≠目
口仇川一
山≠‖

3日旧丸4山肌‖
5[旧丸叫∬‖

=旧乳7仙散り
婦
人
二
七
去
三
不
去
有
之
事

婦
人
三
従
之
事

夫
婦
之
離
別
を
不
可
軽
事

惣
領
家
可
令
扶
助
事

嫡
子
取
持
之
事

父
母
之
家
財
子
共
江
分
ケ
候
事

外
祖
父
之
儀
高
氏
菩
納
親
雲
上
墓
二
被
葬
候
事

母
親
之
儀
外
祖
父
喜
納
親
方
よ
り
養
育
為
被
成
事

郷
党
和
睦
之
事

正
道
を
以
家
内
可
相
治
事

48V且40LM-U1回九2仙≠‖
3日旧九4.RU.l旧丸山≠u

RU=旧丸7.に乳00=∬U
Ⅴ軌=旧乳0WU

敦
人
倫
之
事

孝
道
之
事

篤
宗
族
之
事

子
弟
教
訓
之
事

妻
女
教
訓
之
事

女
子
教
訓
之
事

女
人
婁
不
申
者
五
有
之
事

婦
人
に
七
去
三
不
去
有
之
事

婦
人
に
三
従
之
事

夫
婦
之
離
別
を
不
可
軽
事

惣
領
家
可
令
扶
助
事

嫡
子
取
持
之
事

父
母
之
家
財
子
共
江
分
ケ
候
事

1Ⅶ此FiA]
Ⅶ人目

郷
党
和
睦
之
事

正
道
を
以
家
内
可
相
治
事

× × × × ×
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00=旧甘皿
WJmに乳061626364ⅦU=旧九66月U76006960717273747

父
之
親
友
交
之
事

久
米
村
職
分
之
事

学
問
之
事

可
尽
善
事
之
事

朱
文
公
之
教
之
事

司
馬
温
公
之
教
之
事

憤
字
紙
事

人
常
二
事
業
を
不
可
捨
事

日
月
星
辰
不
可
拝
事

猿
仏
神
致
信
仰
候
儀
停
止
之
事

奴
婦
締
方
之
事

妾
子
之
事

久
米
村
教
訓

(郷
禁
)
之
事

家
等

(此
方
)
屋
敷
之
事

所
持

(家
伝
)
之
武
具
之
事

[私
]
官
生
之
時
相
求
候
手
跡
之
事

銀
銭
取
遣
之
事

3同此4同U566ハhU76006m凪Ⅶ庸‖
7017V山叩73j:4757問丸7

父
之
親
友
交
之
事

久
米
村
職
分
之
事

学
問
之
事

可
尽
善
事
之
事

朱
文
公
之
教
之
事

司
馬
温
公
之
教
之
事

慎
字
紙
事

人
常
二
事
業
を
不
可
捨
事

日
月
星
辰
不
可
拝
事

猿
仏
神
致
信
仰
候
儀
停
止
之
事

碑
締
方
之
事

妾
子
之
事

久
米
村
郷
禁
之
事

家
等
家
屋
敷
之
事

銀
銭
取
遣
之
事

× × × × ×
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に

丸
7Ⅶ≠凪

777nXU
7970001nXUL､劇ん]00300400に乳0060078

隣
火
之
事

名
子
禁
止
之
事

人
之
口
入
禁
止
之
事

中
議

大

夫

官

街
之
事

照
屋
親
雲
上
塵
島
詰
之
時
繁
昌
之
事

子
共
養
親
設
候
事

墓
所
細

々
巡
見
可
仕
事

白

沢
之
絵
書
手
之
事

仕
明

[田
]

之
事

喧
嘩
口
論

致
間
数
事

清
泰
寺
之
寺
号
本
之
様
二
忠
義
堂
与
改
候
事

娘
共

(女
子
)
市
立
停
止
之
事

病
人
見
舞
嫌
日

之

(之
時
忌
候
)
事

作

成
意
図

･
年
月
日

･
作
者

007T軌7000=
り

00

隣
火
之
事

名
子
禁
止
之
事

人
之
口
入
禁
止
之
事

子
和
部
井
中
議
大
夫
官
街
之
事

k､仇叩00耶u凪00

子
共
養
親
設
候
事

墓
所
細
々
巡
見
可
仕
事

喧
嘩
口
論
致
間

敷
事

[旧九90600700

女
子
市
立
停
止
之
事

病
人
見
舞
嫌
日
之
事

芭
蕉
之
事

× × × × × ×
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